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【はじめに】 

本書は、平成20年3月期（平成19年4月～平成20年3月）における当社の会社概要、営業の状況及び経

理の状況について記載したものです。 

【主な記載項目について】 

１．会社の概況 

「会社の沿革」 当社の設立から現在までの沿革を記載しています。 

「会社の目的」 定款に記載された当社の目的を記載しています。 

「事業の内容」 当社の経営組織、事業の内容について記載しています。 

「財務の概要」 平成20年3月期における資本金、純資産額、営業収益、経常利益等の主要な財

務指標について記載しています。 

「主要株主名」 所有株式数の多い株主10名の氏名、所有株式数等を記載しています。 

「役員の状況」 当社の役員の氏名等を記載しています。 

「従業員の状況」 当社の社員数、登録外務員数等を記載しています。 

２．営業の状況 

「営業方針」 当社の営業方針、企業の特色等について記載しています。 

「当社及び当業界を取巻く環境」 

 内外の経済の状況、商品先物取引業界の動向等について記載しています。 

「営業の経過及び成果」 

 当社の平成20年3月期における業績について記載しています。 

「対処すべき課題」 

 当社が対応すべき今後の課題等について記載しています。 

「受託業務管理規則」 

 
当社が受託業務の適切な遂行のために定めている社内管理規則を記載してい

ます。 

３．経理の状況 

「財務比率」 

(a) 純資産額規制比率 

純資産額（＊）

リスク額（＊）
×100 

（＊「純資産額」とは、商品取引所法第211条第4項において準用する同法第99条第7項に基

づく商品取引所法施行規則（以下、「施行規則」という。） 第38条の規定により算出したも

のです。また、「リスク額」には、商品市場における自己の計算による取引であって、決済

を結了していないものについての価格変動等により発生し得る危険に対応する額（「市場リ

スク」という。） と、商品市場における取引の相手方の契約不履行等により発生し得る危険

に対応する額（「取引先リスク」という。）とがあり、同法第211条第1項に基づく施行規則

第99条の規定により算出したものです。） 

「純資産額規制比率」とは、純資産額の、商品市場において行う取引につき生ずる相場の

変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として施行規則で定めるところにより

算出した額に対する比率であり、これが高いほどリスクに対する余裕があると言えます。 
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(b) 純資産額資本金比率 

純資産額（＊）

資 本 金 額
×100 

（＊「純資産額」とは、商品取引所法第211条第4項以外において準用する同法第99条第7項

に基づく施行規則第38条の規定により算出したもので、上記（a）の純資産額とは計算が異な

ります。） 

資本金に対する純資産の割合をみるもので、比率が高いほど経営が安定していると言えま

す。 

(c) 自己資本資本金比率 

自 己 資 本

資 本 金 額
×100 

資本金に対する取崩し可能な資本を含む自己資本の割合をみるもので、比率が高いほど経

営が安定していると言えます。 

(d) 自己資本比率 

自 己 資 本

総 資 産 額
×100 

総資産に占める自己資本の割合をみるもので、比率が高いほど経営が安定していると言え

ます。 

(e) 修正自己資本比率 

自 己 資 本

総資産額（＊）
×100 

（＊「総資産額」とは、委託者に係る㈱日本商品清算機構又は商品取引所への預託金額と

預託必要額のいずれか小さい金額及び委託者債権の保全制度に基づいて拘束されている資産

の額を除いたものです。） 

上記の方法で算出された総資産額は実質的に事業資金として使用できないことから、これ

らの預託額を控除した総資産に占める自己資本の割合をみたものです。 

(f) 負債比率 

負 債 合 計 額

純資産額（＊）
×100 

（＊「純資産額」とは、商品取引所法第211条第4項以外において準用する同法第99条第7項

に基づく施行規則第3 8条の規定により算出したもので、上記（a）の純資産額とは計算が異

なります。） 

純資産と負債合計を対比したもので、比率が低いほど長期的な支払能力の安定性が高いと

言えます。 

(g) 流動比率 

流 動 資 産 額

流 動 負 債 額
×100 

短期間に支払期限の到来する流動負債と短期間に現金化する可能性のある流動資産を対比

したもので、比率が高いほど短期的な支払能力の安定性が高いと言えます。 
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１. 会社の概況 

① 会社名等 

商品取引員名 今 村 証 券 株 式 会 社 

代 表 者 氏 名 代表取締役社長 今 村 九 治 

所 在 地 石川県金沢市十間町 25 番地 

電 話 番 号 ０７６－２６３－５２２２㈹ 

② 会社の沿革 

年    月 沿        革 

大正 10 年 3 月 今村直治商店を創業 

昭和 19 年 7 月 
企業整備法に基づき志鷹吉蔵商店、藤井外治商店、小島喜

四郎商店を統合して今村証券株式会社を設立 
七尾営業所を開設 

昭和 23 年 4 月 証券取引法に基づく免許取得 

昭和 40 年 12 月 小松証券(株)を合併、小松支店を開設 

昭和 43 年 4 月 改正証券取引法に基づく免許取得(第 8373 号) 

昭和 50 年 4 月 丸岡営業所を開設 

昭和 53 年 4 月 砺波営業所を開設 

昭和 55 年 9 月 加賀営業所を開設 

昭和 58 年 9 月 丸岡営業所を廃止、福井営業所を開設 

昭和 61 年 9 月 新湊営業所を開設 

昭和 62 年 9 月 弥生営業所(金沢市)を開設 

昭和 63 年 7 月 福井営業所の福井支店への昇格 

平成 2 年 5 月 板垣営業所(福井市)を開設 

平成 3 年 10 月 弥生営業所の弥生支店への昇格 

平成 8 年 7 月 加賀営業所の加賀支店への昇格 

平成 10 年 12 月 改正証券取引法に基づく登録（北陸財務局長（証）第１号） 

平成 11 年 12 月 

農林大臣及び通商産業大臣より、東京穀物商品取引所農産

物市場・砂糖市場、東京工業品取引所貴金属市場・ゴム市

場・アルミニウム市場・石油市場の商品取引員の許可を受ける 

平成 15 年 6 月 資本金を５億円に増資 

平成 15 年 8 月 日本クリアリング機構の清算参加者資格の取得 
平成 15 年 11 月 有価証券の元引受け業務の認可 

平成 15 年 12 月 東京証券取引所の総合取引資格の取得 

平成 16 年 7 月 
七尾営業所の七尾支店への昇格 

板垣営業所の板垣支店への昇格 
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平成 16 年 12 月 ジャスダック証券取引所の取引資格の取得 

平成 17 年 10 月 
新湊営業所を移転し、高岡支店を開設 

砺波営業所の砺波支店への昇格 

平成 19 年 1 月 金融先物取引業者の登録 

平成 19 年 6 月 銀行法の規定に基づく銀行代理業の許可 

平成 19 年 9 月 
金融商品取引法の規定に基づく金融商品取引業者の登録 

（北陸財務局長（金商）第３号） 

③ 会社の目的 

（a） 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引 

（b） 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又
は代理 

（c） 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託の媒介、取
次ぎ又は代理 

（d） 外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介、
取次ぎ又は代理 

（e） 有価証券の引受け 

（f） 有価証券の売出し 

（g） 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い 

（h） 投資顧問契約又は投資一任契約に係る業務 

（i） 金融商品取引業に付随する業務 

（j） 商品取引所法に規定する商品市場における取引に係る業務 

（k） 貸金業 

（l） 金地金の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 

（m） 生命保険の募集に関する業務 

（n） 損害保険の代理業務 

（o） 銀行代理業 

（p） 信託契約代理業 

（q） 他の事業者の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及び計算
受託業務 

（r） その他金融商品取引業に関連する業務 

（s） 前各号に附帯する事業 

（注） 上記のうち  線部分の事業は、現在行っておりません。 
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④ 事業の内容 

(1) 経営の組織 当社の経営組織は次のとおりです。 
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(2) 業務の内容 
(a) 商品取引所法の規定に基づく業務 

イ. 商品市場における取引の受託業務 
当社は、商品取引所法第 190 条第 1項に基づき、下記の商品市場における取引の受託業

務及び委託の取次業務を行うことのできる商品取引員として、農林水産大臣及び経済産業

大臣により「第２種商品取引受託業」の許可を受けております。(許可番号：農林水産省

「指令 17 総合第 34 号」、経済産業省「平成 17･04･05 商第 3号」) 

市場名

取引所名

農
産
物 

砂

糖 

貴
金
属 

ゴ

ム 

石

油 

ア
ル
ミ 

上場商品名 

東 京 穀 物 商 品 取 引 所 ●      一般大豆、Non-GMO 大豆、小豆、とうも

ろこし、アラビカコーヒー生豆、ロブ

スタコーヒー生豆 
  ●     粗糖 
東 京 工 業 品 取 引 所   ●    金、銀、白金、パラジウム 
    ●   ゴム 
     ●  ガソリン、灯油、原油 
      ● アルミニウム 

○ 受託業務  ● 取次業務 
※ 取引所における取引注文の執行をカネツ商事株式会社に委託しております。 

ロ. 商品市場における取引を行う業務 
自己の計算において商品市場における取引を行う業務であります。 

(b) その他の業務 

イ. 金融商品取引業(金融商品取引法第 2条第 8項) 

ロ. 金融商品取引業付随業務(金融商品取引法第 35 条第１項) 

ハ. その他業務(金融商品取引法第 35 条第 2項及び 4項) 

ⅰ)  金地金の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 

ⅱ)  保険業法に規定する保険募集 

ⅲ)  他の事業者の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及び

計算受託業務 

ⅳ) 銀行法の規定に基づく銀行代理業 
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⑤ 営業所の状況 

店 舗 の 名 称 所 在 地 電 話 番 号 

本 店 
〒920-0906 
石川県金沢市十間町２５番地 0 7 6 - 2 6 3 - 5 1 1 1

小 松 支 店 
〒923-0864 

石川県小松市有明町２２番地 0 7 6 1 - 2 3 - 1 5 2 5

弥 生 支 店 
〒921-8036 

石川県金沢市弥生二丁目４番１２号 0 7 6 - 2 4 2 - 2 1 2 2

加 賀 支 店 
〒922-0842 

石川県加賀市熊坂町イ１３３番地の９ 0 7 6 1 - 7 3 - 3 1 3 3

七 尾 支 店 
〒926-0046 

石川県七尾市神明町ロ２番地１０ 0 7 6 7 - 5 2 - 3 1 2 2

福 井 支 店 
〒910-0067 

福井県福井市新田塚一丁目８０番３６号 0 7 7 6 - 2 2 - 6 6 4 4

板 垣 支 店 
〒918-8104 

福井県福井市板垣五丁目１０１０番地 0 7 7 6 - 3 4 - 6 9 9 6

高 岡 支 店 
〒933-0045 
富山県高岡市本丸町１３番７号 

0 7 6 6 - 2 6 - 1 7 7 0

砺 波 支 店 
〒939-1343 

富山県砺波市新富町１番６１号 0 7 6 3 - 3 3 - 2 1 3 1
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⑥ 財務の概要 

決算年月 平成 20 年 3 月期 

(a) 資本金 500,000 千円 

(b) 純資産額 ＊1 4,477,737 千円 

(c) 総資産額 19,941,340 千円 

(d) 営業収益 

（うち、受取委託手数料） 

288,296 千円 

(12,492 千円) 

(e) 経常利益 396,299 千円 

(f) 当期純利益 206,039 千円 

＊1 純資産額は、商品取引所法第 211 条第 4項以外において準用する同法第 99 条

第 7項に基づく施行規則第 38 条の規定により算出しております。 

⑦ 発行済株式総数 

発行済株式の総数 2,085,000 株 （平成 20 年 3 月 31 日現在） 

(注) 当社の株式は非上場であり、かつ店頭登録もしておりません。 

⑧ 主要株主名(上位 10 名) 

氏名、商号又は名称 住 所 
所 有 

株 式 数 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合 

 株 % 

今村 九治  542,470 26.0 

今村 直喜  406,400 19.4 

今村コンピューター

サービス㈱ 石川県金沢市増泉二丁目５番１３号 250,020 11.9 

今村不動産㈱ 石川県金沢市増泉二丁目５番１３号 227,640 10.9 

今村証券社員持株会 石川県金沢市十間町２５番地 207,960 9.9 

今村 和子  101,520 4.8 

小野寺  千加子  67,200 3.2 

米田 信昭  46,130 2.2 

松木  芳男  35,340 1.6 

谷口 文平  35,040 1.6 

計  1,919,720 92.0 

※ 個人株主の住所については個人情報保護の観点から非公開としております。 
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⑨ 役員の状況 

役 名 及 び 

職 名 

氏 名 及 び 

生 年 月 日 
所 有 株 式 数 

代表取締役 

社長 

今村  九治 
昭和 19 年 4 月 10 日 

千株 

542 

常務取締役 

(管理本部長) 

吉田 栄一 
昭和 31 年 1 月 30 日 

10 

取締役 

(営業本部長) 

寺下 清隆 
昭和 29 年 2 月 14 日 

10 

取締役 

(検査部長) 

松本  幹生 
昭和 30 年 10 月 25 日 

10 

取締役 

(総務部長) 

大崎  憲一 
昭和 26 年 10 月 27 日 

9 

取締役 

(営業推進部長) 

宮田  秀夫 
昭和 35 年 3 月 9 日 

5 

監査役 

(常勤) 

米田  信昭 
昭和 15 年 9 月 21 日 

46 

監査役 

(非常勤) 

中島  史雄 
昭和 15 年 10 月 12 日 

 

監査役 

(非常勤) 

中村  善宏 
昭和 21 年 1 月 8 日 

 

計 ９ 名 635 

(注) １．監査役中島史雄ならびに中村善宏は、会社法第 2条第 16 号に定める

社外監査役であります。 

   ２．所有株式数の千株未満は切り捨てております。 

⑩ 従業員の状況 

男 女 別 営 業 ・ 非 営 業 
 総 計 

男 女 営 業 非営業 

従 業 員 数 144 人 98 人 46 人 78 人 66 人

平 均 年 齢 33.9 才 36.8 才 27.8 才 32.9 才 35.0 才

平均勤続年数 11.6 年 13.9 年 6.7 年 10.0 年 13.5 年

外 務 員 数 101 人 84 人 17 人 78 人 23 人

 



 10

２. 営業の状況 

① 営業方針 

当社は「百術不及一誠」を基本理念としております。これは“百術は一誠に及ばず”と読み、どん

なに小細工を弄しても真心にはかなわない、と言う意味です。すべてのお客様に誠心誠意で接する事

が大切だということを教えている言葉で当社の心構えとして全社員の心の中にあります。また、経営

姿勢としては「独立独歩」「進取の気性」「百尺竿頭進一歩」が挙げられます。特色ある路線を歩み、

そして常に未来を見据えて未来を先取りし続けたい、そのためには百尺もある高い竿の先まで登り、

必要とあらばなおそこから思い切って一歩を踏み出す勇気を持ちたい、そういう経営があってこそ初

めて、日本の資本市場を引っ張り、国民経済に寄与することが出来るという強い理念です。 

当社は、収益構造の多様化と新しい収益分野への積極的な取り組みにより、安定的・持続的成長を

めざしております。この取り組みの一つとして平成 11 年 12 月より商品先物取引業を開始しておりま

す。当社は、取次商品取引員であり、取次先の受託会員名はカネツ商事株式会社です。また取扱う上

場商品は、東京工業品取引所の金（ミニ金含む）、銀、白金、パラジウム、ゴム、アルミニウム、ガ

ソリン、灯油及び原油、東京穀物商品取引所の一般大豆、Non-GMO 大豆、小豆、とうもろこし、アラ

ビカコーヒー生豆、ロブスタコーヒー生豆及び粗糖であります。商品取引受託業務においては対面営

業のみを行っており、インターネット取引は行っておりません。また自己売買業務は行っておりませ

ん。当社の本業は証券業務であり、どちらかと言えば商品取引受託業務は補完的な立場にあります。

そのため対面営業といっても積極的というよりは受動的な営業というのが現状の姿です。 

当社は「金地金」や「商品ファンド」の販売等も行っております。また、近年では原油、金、穀物

等商品市況の動きに連動する投資信託も販売しており、商品に関連する金融商品は増加する傾向にあ

ります。商品市況は株式市況や債券市況と異なる動きをするため、商品先物取引は総合的な金融商品

の一つとして重要性が増しております。今後も証券業務の経験がある顧客等を中心に対面営業による

勧誘を行い、地道に商品先物取引を定着させてゆく所存です。 

② 当社及び当業界を取巻く環境 

今期におけるわが国経済は、前半は中国やインド等の新興国を中心に世界経済が順調に景気拡大を続

ける中、輸出企業を中心とした旺盛な設備投資と雇用環境の改善等を背景に緩やかな成長基調を維持し

ました。しかし、8月以降は、米国のサブプライムローン(信用力の低い個人向け住宅融資)問題に端を

発する金融市場の混乱、原油等の原材料価格の高騰、改正建築基準法の影響による住宅着工件数の急減

等により、景気減速懸念が鮮明となってきました。 

このような経済環境の下、6 月 20 日には日経平均株価は一時 18,297 円まで上昇しました。しかし、

8 月に入ってからは米国のサブプライムローン問題による世界的な信用収縮懸念や急激な円高進行の

影響で、日経平均株価は 15,262 円まで急落しました。その後は米連邦準備理事会（FRB）の利下げ等に

より、10 月には 17,488 円まで回復する場面がありましたが、その後はサブプライムローン問題の影響

による米国景気の減速懸念や欧米金融機関の巨額損失の表面化等により下落基調が続き、3 月 17 日に

は 11,691 円まで下落しました。結局、日経平均株価は前 3月末に比べ 27.5%下落の 12,525 円で取引を

終えました。 
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商品先物取引市場においては、原油、金そして穀物等の価格が高騰し、海外の主要な商品取引所で

は大変な活況を呈していましたが、国内商品取引所においては出来高は低迷を続けておりました。取

引所では市場の活力を取り戻すため、取引時間の延長や金ミニ取引の導入など新たな制度を取り入れ

ました。また、平成 20 年 1 月より一般投資家がリスクを限定した形で取引に参加できるようロスカッ

ト制度も導入されました。 

こうした市場の状況の下、当社は後述のとおりの業績を上げております。 

③ 営業の経過及び成果 

今期の受取手数料は、前期比で約 6,900 千円増加し、12,492 千円となりました。委託売買高につい

ては、約 2,000 枚となりました。 

委託者状況については、地道に活動を続け5名の新規顧客を獲得することができました。この結果、

期末における商品先物顧客は 84 名となりました 

また、前述のとおり当社は自己売買業務を行っておりませんので、売買損益部門の実績はありませ

ん。 

④ 対処すべき課題 

銀行等による証券仲介業への参入やインターネット取引の普及により、証券市場に対する関心は高

まっており、これにより投資家層が拡大しております。このような世の中の流れは、証券会社にとっ

てフォローの風となっていることは事実ですが、一方で激化する手数料引き下げ競争に表されるよう

に、証券業界は更なる競争激化が見込まれます。商品先物取引業界においても手数料の引き下げが予

想されるほか、新たな市場ルールの導入にも迅速に対応し適正な勧誘を行わなければなりません。 

こうした中当社では、多様化する投資家のニーズを捉え他社との差別化を図り一層の企業価値の向

上を図るため、次の項目を対処すべき課題と認識しております。 

・高度な情報提供 

・顧客ニーズに応える多様な商品の提供 

・新規顧客の獲得 

・コンプライアンスの一層の強化 

特にコンプライアンスの強化については、商品取引所法など法令及び受託業務管理規則を遵守させ

るため、マニュアルを整備し周知徹底の上、内部管理体制を整え内部監査により実施状況を検証して

ゆく所存であります。 
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⑤ 受託業務管理規則 

（目 的） 
第1条  この規則は、商品先物取引に係る受託業務の適正な運営およびその管理について必要な事項を
定めるものである。 

（管 理） 
第2条  商品先物取引に係る受託業務についての管理は、管理部門がこれを総括し、検査部がこれを統
括する。なお総括管理責任者は管理本部長とし、統括管理責任者は検査部長とする。 
(1) 総括管理責任者は管理本部の取締役とする。 
(2) 統括管理責任者は総括管理責任者を補佐するものとする。 

（商品先物取引不適格者参入防止） 
第3条  次の各号の一に該当する者に対しては、商品先物取引の委託の勧誘及び受託を一切行わない。 

(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人、精神障害者、知的障害者及び認知障害の認めら
れる者 

(2) 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者 
(3) 破産者で復権を得ない者 
(4) 商品先物取引を行うために借入れを行おうとする者 
(5) 元本欠損又は元本を上回る損失が生ずるおそれのある取引をしたくない者 

２ 次の各号の一に該当する者は、不適格者に準ずる者と判断し原則として勧誘及び受託は行わ
ない。 

(1) 年金、恩給、退職金、保険金等の収入が収入全体の過半を占めている者 
(2) 一定以上（年収 500 万円以上）の収入を有しない者 
(3) 70 歳以上の高齢者 
(4) 投資可能資金額を超える取引証拠金等を必要とする取引を行おうとする者 
(5) その他商品先物取引を行う適格性に疑問があると思われる者 

３ 前項第 1 号及び同第 2 号に該当する者については第 1 号の例外要件を満たしている場合、同
第 3 号に該当する者については第 2 号の例外要件を満たしている場合、同第 4 号に該当する者
については第 3 号の例外要件を満たしている場合であって、自書により、自ら商品先物取引を
行うに不適格者に準ずる者であることを理解しているとともに、これら例外の要件を自ら満た
すことについて確認している旨の書面による申告があり、総括管理責任者が審査して了承した
ときは、前項の規定にかかわらず、これらの者に対し勧誘及び受託ができるものとする。 

(1) 顧客が申告した投資可能資金額の裏付けとなる資産を有しており、それを証明するものがあるこ
と 

(2) 顧客が直近の過去 3 年以内に延べ 90 日以上にわたりレバレッジ性のある取引（金融先物取引、
有価証券に係る先物取引、外国為替証拠金取引、株式の信用取引等）の経験があり、かつ、商品
先物取引の仕組み・リスク等を十分理解している旨を証明できるものがあること 

(3) 顧客が新たに申告した投資可能額が損失を被っても生活に支障のない範囲で設定されていること
及び新たな投資可能資金額の裏付けとなる資産を有しており、それを証明するものがあること 

４ 前項の審査結果については、審査日、審査過程、最終審査者及びその判断根拠を含めて記録
を作成し、取引終了後 3 年間保存するものとする。 

（勧誘の告知、意思確認及び再勧誘禁止など） 
第4条  当社は、商品先物取引の委託の勧誘に先立って、顧客に当社の商号、登録外務員の氏名及び商
品先物取引の勧誘である旨を告知した上で、顧客に商品先物取引の勧誘を受ける意思の有無を確認す
るものとし、これらの告知及び意思の確認について記録を作成し、取引終了後 3 年間保存するものと
する。 
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２ 前項の勧誘時の意思確認において、顧客が勧誘を希望しない旨の意思表示をした場合又は商
品先物取引の委託のしない旨の意思表示をした場合には、当該顧客には一切勧誘しないものと
し、これら勧誘及び委託を拒否した顧客の氏名、住所、電話番号について全社的に周知徹底し、
再勧誘が起きないよう防止措置を講ずるものとする。 

（迷惑勧誘行為の禁止） 
第5条  当社は、次の各号に掲げる迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘は行わないものとする。ただ
し、顧客の指示又は承諾がある場合はこの限りでない。 
(1) 午後 9 時～午前 8 時等迷惑となる時間帯での電話又は訪問による勧誘 
(2) 顧客の意思に反する長時間にわたる勧誘 
(3) 顧客に対し、威迫し、困惑させ、または不安の念を生じさせる勧誘 
(4) 顧客が迷惑であると表明した時間、場所、方法での勧誘 

（顧客の属性情報の把握と管理） 
第6条  当社は、商品先物取引を行うに不適当な対象者の参入を防止し、適合性の高い参加者を得るた
め顧客の属性情報を的確に把握するものとし、「総合取引口座申込書」「口座開設申請書」及び「口座
設定申込書」において、次の各号に掲げる事項を設定して当該顧客から申告を受けるものとする。 
(1) 氏名、成年月日、住所、家族構成及び電話番号 
(2) 職業、勤務先、役職、勤務先住所及び勤務先電話番号 
(3) 年収及び資産の状況 
(4) 投資可能資金額 
(5) 商品先物取引の経験の有無及びその程度 
(6) 商品先物取引以外の投資経験の有無及びその程度 
(7) 受託契約を締結する目的 
(8) その他当社が必要と認めた事項 

２ 前項第 4 号の投資可能資金額については、損失を被っても生活に支障のない範囲で設定すべ
きであること及び取引の過程で損失が発生した場合は損金額が減額されるものであることを分
かりやすく説明した上で申告を受けるものとする。 

３ 口座開設申請書等の記載事項を基に顧客情報データを作成するものとし、これらの記載事項
に変更があった場合はその都度更新して適切に管理するものとする。 

（適合性の審査） 
第7条  当社は、商品先物取引を行うに不適当な対象者の参入を防止するため、総合取引口座申込書、
口座開設申請書及び口座設定申込書の顧客情報に基づき、統括管理責任者が適合性の審査を行うもの
とする。 

２ 前項の審査による統括管理責任者の承認があるまでは、約諾書の差入、取引証拠金等の預託
及び売買の注文を受けないものとする。また、審査の過程で適合性を有しないと認められたと
きは直ちにその勧誘を中止するものとし、その者からの申し出であっても商品先物取引の委託
は受けないものとする。 

３ 第 1 項の審査の結果については、審査日、審査過程、最終審査者及び適否の判断根拠を含め
た記録を作成するものとし、当該記録を総合取引口座申込書、口座開設申請書、口座設定申込
書等の写しとともに取引終了後 3 年間保存するものとする。 

４ 総合取引口座申込書、口座開設申請書、口座設定申込書及び商品先物取引の理解についての
確認書の原本は、各店店長が保管するものとする。 

（説明義務の履行及び理解の確認） 
第8条  当社は、商品先物取引の委託の勧誘に当たっては、受託契約準則、「商品先物取引―委託のガ
イド」等の関係書面を交付し、それらを用いて次の事項を、それらの記述や図面を示す等顧客が容易
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に理解できるよう留意しつつ説明し、理解の確認を行うものとする。なお、理解の確認に当たっては、
まず、第 1 号及び第 2 号に係る説明をしその理解の確認を書面により行い、その後にその他事項につ
いて説明しその理解の確認を書面により行うものとする。 
(1) 商品先物取引はその担保として預託する取引証拠金の額に比べてその 10～30 倍にもなる過大な

取引を行うものであること 
(2) 預託した取引証拠金等の額以上の損失が発生するおそれがあること 
(3) 取引証拠金等の制度、種類及びその発生のしくみ等に関する事項 
(4) 委託手数料の額、委託手数料の制度及びその徴収の時期等に関する事項 
(5) 商品取引員の禁止行為に関する事項 
(6) その他「商品先物取引―委託のガイド」に記載する、主務省令で定められた事項 

（商品先物取引未経験者等に係る管理） 
第9条  商品先物取引の経験が直近の過去 3 年の内に延べ 90 日に満たない者については、取引開始日
以後 3 ヶ月間を取引習熟期間と定め、その期間の取引量は、顧客申し出の投資可能資金額の 3 分の 1
の額を上限とし、取引枚数はその範囲内の取引証拠金額の取引枚数に制限するものとする。 

（不正資金の流入防止） 
第10条  当社は、次の各号に規定する者からの受託に当たっては、不正資金の流入を回避するため、次
項以下の措置を講ずるものとする。 
(1) 銀行、農業・漁業の協同組合、信用組合、信用金庫、郵便局などの金融機関の金銭、有価証券等

の取扱い者 
(2) 国・地方公共団体その他公益機関の金銭、有価証券等の取扱い者 
(3) 民間企業等における金銭、有価証券等の取扱い者 

２ 前項に規定する者の取引に対し、資金の多寡にかかわらず疑義を感じた場合は当該委託者の
資金について調査を開始する。調査に当たっては当該営業員に事情を聞いた上、当該委託者に
直接面談して聴取することとする。 

３ 調査は検査部が担当し営業本部はこれに協力するものとする。調査に当たっては、本人から
事情を聴取するとともに、その裏付けの証拠の提出を求めるものとする。ただし、当該委託者
が取引資金の裏付けとなる証拠の提出をできない場合又はこれを拒んだ場合には、信憑性に欠
けるものと判断し、その後の新たな入金及び建玉の追加は受けないものとする。調査の結果、
新たな入金及び建玉の追加は受けないものとされた場合、営業本部はこれを遵守し、以後の勧
誘・受託を行わないものとする。ただし、仕切りに係る指示についてはこの限りでない。 

４ 前項の調査に関しては、その記録を作成し、これを 10 年間保存するものとする。 
５ 当社は、委託者から不正資金による取引資金の預託を受けていたことが判明したときは、当
該委託者に対し、速やかに決済するよう要請するとともに、その後の取引は不正資金の有無に
係らず受託しないものとする。 

（委託者との入出金に係る管理措置） 
第11条  当社は、入出金に係る管理を次の各号のとおり行うものとする。 

(1) 委託者との間の入金及び出金は原則として当社窓口における授受または振込みによるものとする。
ただし、やむを得ず店舗外で受渡しを行う必要がある場合は、必ず店長の承認を受けるものとす
る。店長は、委託者ごとにその必要性等について個別に審査し、承認を与えるものとする。 

(2) 取引証拠金を現金により受領する場合は、あらかじめ金額を記載した預り証の交付と同時に行う
ものとする。 

(3) 登録外務員が委託者と現金により入出金する受渡しをしたときは、必ず、窓口経理担当者が委託
者名、入出金額、日時、担当登録外務員の氏名を確認するものとする。 

(4) 店舗外の受渡しによる現金の出金については、原則として登録外務員を含む複数の役職員で対応
するものとし、受入れた受領書の裏面に、当該受渡しを行った役職員全員が署名するものとする。
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ただし、店長が、20 万円未満の出金についてやむを得ない事情により一人の登録外務員で対応す
ることを承認した場合には、これを認めるものとする。 

（委託本証拠金の額等） 
第12条  委託本証拠金の額等は、全ての上場商品につき、取引所が定める委託本証拠金基準額と同額と
する。 

（建玉制限等） 
第13条  取引所の市場管理要綱に定める建玉制限等については、この主旨をよく説明して理解を得る。 
２ 委託者保護の立場から、取引所の定める市場管理要綱とは別に、独自に委託者から受託する
枚数に制限を設けることがある。ただし、この場合には委託者にこの主旨をよく説明し、理解
を得た上で取引に参加させる。 

（委託者の疑義等への対応） 
第14条  委託者の疑義等への対応は検査部がこれを行う。 

（勧誘方針の策定及び公表） 
第15条  当社は、適正な勧誘及びその確保のために必要な事項を定めた勧誘方針を策定するとともに、
本支店及びホームページにおいてこれを公表するものとする。 

（広告・宣伝に係る管理措置） 
第16条  委託の勧誘手段として広告・宣伝を行うに当たり、関連する諸法令・諸規則等を遵守するため、
検査部内に広告に関する担当責任者を置く。 

（違反者に対する懲戒） 
第17条  この規則に違反する行為があったと認められるときには、関係者に対して、就業規則に照らし
厳正な社内処分を行う。 

（日本商品先物取引協会への届出） 
第18条  本規則の制定及び改正は取締役会の決議を経て行い、日本商品先物取引協会へ届け出るものと
する。 

（付 則） 
1. この規則は、平成 11 年 12 月１日より実施する。  
2. この規則（第 3条改正）は、平成 12 年 5 月 2日より実施する。 
3. この規則は平成 15 年 4 月１日より実施する。 
4. この規則は平成 15 年 6 月 6日より実施する。 
5. この規則は平成 17 年 5 月１日より実施する。 
6. この規則は平成 17 年 10 月 12 日より実施する。 
7. この規則は平成 19 年 12 月 11 日より実施する。 
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⑥ 外務員の登録状況 

期 首 

登録外務員数 
新規登録数 登録抹消数 

期 末 

登録外務員数 

94 名 11 名 1 名 104 名 

⑦ 委託者に関する事項 

期首委託者数 新規委託者数 期末委託者数 

81 名 5 名 84 名 

⑧ 苦情、紛争、訴訟に関する事項 

(a)  顧客等が提起したもの 

当該年度中の解決案件 当該年度中の未解決案件  

苦 情

相互の話

合いによ

る解決 

紛 争

紛争処理

機関での

解決 

訴 訟 苦 情

相互に話

合い中 

紛 争 

紛争処理

機関で処

理中 

訴 訟

当該年度に新規に発

生した案件の件数 

0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

前年度から継続して

いる案件の件数 

0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

合計  0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

（注）1. 苦情とは、受託等業務に関し、顧客等から当社に対して異議、不平、不満等が表明され、

又は紛争処理機関に相互の話合いによる解決の申出があったものをいう。 

2. 紛争とは、受託等業務に関し、顧客等の異議、不平、不満等に起因する当社と顧客との

主張の相違や対立が具体化し、顧客等から紛争処理機関にあっせん等の申出があったもの

をいう。 

3. 紛争処理機関とは、日商協、商品取引所、主務大臣が指定する団体、消費者基本法又は

弁護士法の規定によるあっせん機関等をいう。 

4.  訴訟とは、裁判所に顧客等から提訴があったものをいう。 

5. 一つの案件が苦情、紛争又は訴訟に重複して該当する場合には、最終時点の状態を記載

している。例えば、苦情申出後に紛争に移行した場合には、苦情では記載せず紛争に記載

し、苦情、紛争を経て訴訟に移行した場合は、苦情、紛争では記載せず訴訟で記載してい

る。 

6.  ⒞ 表に記載する事案はこの表の件数には含めない。 
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(b) 当社が提起したもの 

当該年度中の解決案件 当該年度中の未解決案件  

紛 争 訴 訟 紛 争 訴 訟 

当該年度に新規に発生

した案件の件数 

0 件 

0 件 0 件 0 件 0 件 

前年度から継続してい

る案件の件数 

0 件 

0 件 0 件 0 件 0 件 

合計  0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

（注）(ｃ)表に記載する事案はこの表の件数には含めない。 

 

(c) 双方が提起したもの 

当該年度中の解決案件 当該年度中の未解決案件  

訴 訟 訴 訟 

当該年度に新規に発生

した案件の件数 

0 件 

0 件 

※（0 件） 

0 件 

※（0 件） 

0 件 

※（0 件） 

0 件 

※（0 件） 

前年度から継続してい

る案件の件数 

0 件 

0 件 

※（0 件） 

0 件 

※（0 件） 

0 件 

※（0 件） 

0 件 

※（0 件） 

合計  0 件 
0 件 

※（0 件） 

0 件 

※（0 件） 

0 件 

※（0 件） 

0 件 

※（0 件） 

（注）双方が提起したものとは、同一の事案について顧客及び当社がそれぞれ相手方に対して  

訴訟（ 反訴を含む） を提起したものをいう。 

なお、※（ ）内は自社が先に訴訟を提起した件数を記載している。 

 

(d) 値合金処理に関するもの 

当該年度中の解決案件 当該年度中の未解決案件  

事務処理ミス システム障害 事務処理ミス システム障害

当該年度に新規に発生

した案件の件数 

0 件 

0 件 0 件 0 件 0 件 

前年度から継続してい

る案件の件数 

0 件 

0 件 0 件 0 件 0 件 

合計  0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

（注）1. 事務処理ミスとは、委託者の注文の執行において、過失により事務処理を誤ることを

いう。 

2. システム障害とは、電子情報処理組織の異常により、委託者の注文の執行を誤ること

をいう。 
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３. 経理の状況 

① 貸借対照表 

第６９期貸借対照表（平成 20 年 3 月 31 日現在） 

   （単位：千円）

資産の部 負債の部 
科目 金額 科目 金額 

流動資産 8,312,420 流動負債 5,790,577

 現金・預金 1,285,431  約定見返勘定 84

 預託金 2,383,107  信用取引負債 2,812,468

  顧客分別金信託 2,340,000   信用取引借入金 2,723,330

  証券取引責任準備預託金 42,170   信用取引貸証券受入金 89,137

  商品取引責任準備預託金 936  預り金 2,014,781

 信用取引資産 4,280,086   顧客からの預り金 1,787,566

  信用取引貸付金 4,241,037   その他の預り金 227,215

  信用取引借証券担保金 39,049  受入保証金 740,514

 短期差入保証金 194,675  未払金 17,596

  信用取引差入保証金 7,320  未払費用 19,322

  先物取引差入保証金 88,858  未払法人税等 58,808

  その他の差入保証金 98,497  賞与引当金 107,330

 前払費用 10,142  役員賞与引当金 19,670

 未収収益 74,252 固定負債 424,511

 繰延税金資産 47,732  退職給付引当金 122,691

 その他の流動資産 38,167  役員退職慰労引当金 248,193

 貸倒引当金 △ 1,175  繰延税金負債 53,627

固定資産 2,509,745 特別法上の準備金 43,108

 有形固定資産 1,872,707  証券取引責任準備金 42,170

  建物 1,010,545  商品取引責任準備金 937

  器具備品 149,737 負債合計 6,258,196

  土地 654,780     

  建設仮勘定 57,645     

 無形固定資産 75,728 純資産の部 
  借地権 31,740 株主資本 4,372,809

  ソフトウエア 22,882  資本金 500,000

  電話加入権 9,438  利益剰余金 3,872,809

  その他 11,666   利益準備金 125,000

 投資その他の資産 561,309   その他利益剰余金 3,747,809

  投資有価証券 527,267    別途積立金 3,237,788

  長期差入保証金 6,996    繰越利益剰余金 510,021

  長期貸付金 9,886 評価・換算差額等 191,159

  長期前払費用 2,474  その他有価証券評価差額金 191,159

  その他投資等 14,688 純資産合計 4,563,969

  貸倒引当金 △ 4    

資産合計 10,822,166 負債・純資産合計 10,822,166
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② 損益計算書 

第６９期損益計算書 
平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日まで 

  （単位：千円）

  金額 

営業収益 

 受入手数料 

  委託手数料 1,421,885

  引受・売出し手数料 599,954

  募集・売出しの取扱手数料 115,967

  その他の受入手数料 31,816 2,169,623

 トレーディング損益 

  株券等トレーディング損益 9,147

  債券等トレーディング損益 13

  その他のトレーディング損益 5,620 14,780

 金融収益 191,969

営業収益計 2,376,373

金融費用 85,672

純営業収益 2,290,701

販売費・一般管理費 

 取引関係費 192,806

 人件費 1,303,284

 不動産関係費 96,485

 事務費 38,600

 減価償却費 141,074

 租税公課 34,404

 貸倒引当金繰入 1,179

その他 88,271 1,896,107

営業利益 394,593

営業外収益 1,172

営業外費用 1

経常利益 395,764

特別利益 

 投資有価証券売却益 535 535

特別損失 

 投資有価証券評価損 246

 固定資産除売却損 8,083

 商品取引責任準備金繰入額 170 8,500

税引前当期純利益 387,799

法人税、住民税及び事業税 168,633

法人税等調整額 13,126 181,759

当期純利益 206,039
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③ 株主資本等変動計算書 

 

第６９期株主資本等変動計算書 
平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日まで 

             （単位：千円）

  株主資本 

評価・換算 

差額等 

  利益剰余金 

  その他利益剰余金 

繰越利益  
資本金 

利益準備金 別途 

積立金 剰余金 

株主資本

合計 

その他有価証

券評価差額金 

純資産合計

平成19年 3月 31日 

残高 500,000 125,000 3,237,788 314,407 4,177,195 302,561 4,479,757

当事業年度変動額   

剰余金の配当  △ 10,425 △ 10,425  △ 10,425

当期純利益 
 206,039 206,039  206,039

株主資本以外の 

項目の当事業年度 

変動額（純額）  - △ 111,402 △ 111,402

当事業年度変動額 

合計 - - - 195,614 195,614 △ 111,402 84,211

平成20年 3月 31日 

残高 500,000 125,000 3,237,788 510,021 4,372,809 191,159 4,563,969
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④ 個別注記表 

当社の貸借対照表及び損益計算書は、「会社計算規則」（平成１８年２月７日法務省令第１３号）

の規定のほか、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成１９年８月６日内閣府令第５２号）、

及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（昭和４９年１１月１４日付日本証券業協会自主

規制規則）に準拠して作成しております。 
  また、記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

  〔重要な会計方針〕 

１．有価証券及びデリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 
１）トレーディング商品に属する有価証券（売買目的有価証券等） 

時価法を採用し、売却原価は移動平均法により算定しております。 
２）トレーディング商品に属さない有価証券 

その他有価証券 
時価のある有価証券等 決算日の市場価格等に基づく時価をもって貸借対照

表価額とし、評価差額は全部純資産直入法によって処

理し、売却原価は移動平均法によって算定しておりま

す。 
時価のない有価証券等 移動平均法による原価法によっております。 

３）デリバティブ取引 
     時価法を採用しております。 

２．固定資産の減価償却の方法 
１）有形固定資産  

①建物（建物附属設備を除く） 
平成 10 年 3 月 31 日以前に取得したもの 旧定率法 
平成 10 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日までに取得したもの 旧定額法 
平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したもの 定額法 

②建物以外 
平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したもの 旧定率法 
平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したもの 定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 
建物    8 年～39 年 器具備品  3 年～20 年 

（会計方針の変更） 
法人税法の改正（「所得税法等の一部を改正する法律 平成 19 年 3 月 30 日 法律第 6 号」

および「法人税法施行令の一部を改正する政令 平成 19 年 3 月 30 日 政令 第 83 号」）に伴

い、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。 
（追加情報） 

なお、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が

終了した翌年から 5 年間で均等償却する方法によっております。これによる損益に与える影

響は軽微であります。 
２）無形固定資産 

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用

可能期間(5 年)に基づく定額法によっております。 
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３．引当金及び特別法上の準備金の計上基準 
１）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

２）賞与引当金 
従業員への賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に負担すべき額を計上

しております。 
３）役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に負担す

べき額を計上しております。 
４）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、「退職給付会計に関する実務指針（中間報告）」（日本公認

会計士協会会計制度委員会報告第 13 号）に定める簡便法に基づき、給与規程に基づく期末自

己都合要支給額から年金資産残高を控除した額を計上しております。 

５）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金支給規程に基づく期末要支給額を計

上しております。 

６）証券取引責任準備金 

証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法附則第 40 条に従い、旧証券取引法第 51

条及び旧「証券会社に関する内閣府令」第 35 条に定めるところにより算出した額を計上して

おります。 

７）商品取引責任準備金 

商品先物取引事故による損失に備えるため、商品取引所法第２２１条第１項の規定に基づき

同施行規則に定める額を計上しております。 

４. リース取引の処理方法 
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

５.消費税等の会計処理 
税抜方式によっており、控除対象外の消費税等については、販売費・一般管理費に計上して

おります。 

  〔貸借対照表に関する注記〕 

１．有形固定資産の減価償却累計額          ７５９，３１６千円 
 
２．担保に供している資産及び担保に係る債務 

信用取引借入金の担保として、投資有価証券１８，０３８千円、取引所等の信認金、保証金

及び清算基金の代用として投資有価証券３４５，４２８千円を差入れております。 
上記のほか、信用取引借入金の担保として、保管有価証券１，２９８，４９２千円、証券先

物取引証拠金の担保として保管有価証券４７１，１５４千円を差入れております。 
 
３．特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項 

証券取引責任準備金     旧証券取引法第 51 条 
商品先物取引責任準備金  商品取引所法第 221 条第 1 項 
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４．当座貸越契約 
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行 4 行と当座貸越契約を締結しており

ます。 
当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金はありません。 

当座貸越極度額の総額  ４，０００，０００千円 

〔株主資本等変動計算書に関する注記〕 

１．発行済株式に関する事項 

当事業年度末における発行済株式の種類及び数 

 普通株式  2,085,000株 

 

２．配当に関する事項 

１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
1株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成19年6月26日 

定時株主総会 
普通株式 10,425 5円00銭 平成19年3月31日 平成19年6月27日

２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円） 

1株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成20年6月27日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 10,425 5円00銭 平成20年3月31日 平成20年6月28日

〔税効果会計に関する注記〕 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産） 

１）流動資産 

賞与引当金 43,393千円

未払事業税 4,338千円

小計 47,732千円

 
２）固定資産 

証券取引責任準備金 17,049千円

減価償却超過額 8,769千円

退職給付引当金 49,604千円

役員退職慰労引当金 100,344千円

その他 688千円

評価性引当額 △100,344千円

繰延税金負債（固定）との相殺 △76,112千円

小計 ―千円

繰延税金資産合計（流動） 47,732千円

 
（繰延税金負債） 

３）固定負債 

その他有価証券評価差額金 129,739千円

繰延税金資産（固定）との相殺 △76,112千円

繰延税金負債合計（固定） 53,627千円
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〔リースにより使用する固定資産に関する注記〕 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 

１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 
 器具備品等 

取得価額相当額 55,870千円

減価償却累計額相当額 24,927千円

期末残高相当額 30,943千円

 
２）未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 10,875千円

１年超 21,304千円

合計 32,179千円

 
３）支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額 

支払リース料 12,040千円

減価償却費相当額 10,880千円

支払利息相当額 1,581千円

 
４）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 
 

５）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分法に

ついては、利息法によっております。 

〔関連当事者との取引に関する注記〕 

役員及び個人主要株主等 

属性 
会社等の名

称 

議決権等の 

所有(被所

有)割合(％) 

関連当事者

との関係 

取引の 

内容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 

役員・個人 

主要株主 
今村九治 

（被所有） 

直接 26.1 

当社取締役

社長 

不動産の賃

借料支払い

（注 2） 

3,048 － －

(注) 1 取引金額には消費税等は含まれておりません。 

 2 取引条件及び取引条件の決定方針等 

不動産の賃借については、当社本店及び社員寮の地代等として賃貸借契約を結び、不動産

鑑定評価に基づいて取引を行っております。 

〔1 株当たり情報に関する注記〕 

１株当たり純資産額 2,188 円 95 銭 

１株当たり当期純利益 98 円 82 銭 
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⑤ 監査報告書謄本 

このディスクロージャー資料のうち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、

個別注記表については、会社法に基づき会計監査人の監査を受けております。 

 
⑥ 財務比率 

諸 項 目 比 率 

(a) 純資産額規制比率 [純資産額／リスク額×100] 121,413.6％ 

(b) 純資産額資本金比率 [純資産額／資本金額×100] 895.5％ 

(c) 自己資本資本金比率 [自己資本／資本金額×100] 895.5％ 

(d) 自己資本比率 [自己資本／総資産額×100] 21.5％ 

(e) 修正自己資本比率 [自己資本／総資産額×100] 21.5％ 

(f) 負債比率 [負債合計額／純資産額×100] 345.3％ 

(g) 流動比率 [流動資産額／流動負債額×100] 116.7％ 
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